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連続して２年以上の伏せ込み
※おやさと管内高校寮
生活指導員の場合は 3年

以下を参考に、進路に沿った手続きを行ってください。

本部勤務以外
・直属教会
・上級教会
・詰所
・教務支庁
・布教の家
・単独布教

本部勤務
一れつ会から部署
に確認を取る為、
一れつ会への提出
書類はなし

「扶育費返還猶予願」を
一れつ会に提出

・修養科、講習、検定期間
　中は返還猶予を認める。
・修了・受講後の進路に沿っ
　て手続きをする。
※連帯保証人の印鑑証明書
　を添付
※猶予期間は最長 1年、延
　長には再度願い出が必要

進路別手続きのながれ

「自動払込利用申込書」を
郵便局窓口に提出

※本人名義の口座情報を記入

扶育費返還完了
一れつ会から「扶育費返還完了通知」送付

（C）返還手続き該当者

・就職
・自教会勤め

・修養科
・教人資格講習
・教会長資格検定

・大学、大学院
・教校本科
・各種専門学校

「扶育費返還誓約書」を
一れつ会に提出

※連帯保証人の印鑑証明書を添付

（B）返還猶予手続き該当者

扶育費返還
引き落とし日…毎月 27 日

手数料…55 円

扶育費返還が
困難になった場合

（病気療養や経済的理由など）

「保証書」を
一れつ会に提出
※連帯保証人の
印鑑証明書を添付

（A）伏せ込み該当者

扶育費返還免除確定
一れつ会から「扶育費返還免除確定通知」送付

一れつ会に相談し
（B）の手続きへ

伏せ込みを開始する場合

一れつ会に報告し
（A）の手続きへ

猶予期間終了

進路に沿った手続き（A～C）へ

「在学証明書」を
一れつ会に提出

・在学中は、「在学証明書」
　の提出を以て「扶育費返
　還猶予願」とする。
※在学している間は、毎
　年度４月中に提出する
　こと。
・卒業時の進路に沿って
　手続きをする。


